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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９５６） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税等決定処分取消請求事件 

 国側当事者・国（麻布税務署長） 

 令和６年３月７日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          甲 

 同訴訟代理人弁護士   竹内 康二 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       麻布税務署長 

             野口 末孝 

 同指定代理人      八屋 敦子 

             的場 将男 

             植村 冬樹 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    麻布税務署長が令和４年３月２８日付けで原告に対してした令和２年分の所得税及び復興特

別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、債権者申立てにより破産手続開始決定を受けた原告が、同破産手続における換価手

続の一環として破産管財人がした、原告が単独株主であった外国法人に係る剰余金配当手続

により生じた所得につき、麻布税務署長から所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無

申告加算税の賦課決定処分を受けたのに対し、上記所得は非課税所得に該当し、仮に非課税

所得に該当しないとしても破産管財人が源泉徴収義務又は申告義務を負うものであるから、

上記各処分は違法であると主張して、それらの取消しを求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    別紙「関係法令の定め」に記載のとおり。 

    なお、同別紙中で定義した略称等は、以下の本文においても同様に用いるものとする。 

  ２ 前提事実（当事者間に争いがないか後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並び

に当裁判所に顕著な事実） 

  （１）当事者及び関係者等 

    ア 原告 

      原告は、インド共和国の国籍を有する者であるが、平成２６年以降、日本国内に住所を
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有する個人として、所得税法２条１項３号に規定する「居住者」に該当する者である。 

    イ Ａ社 

    （ア）Ａ（以下「Ａ社」という。）は、１９９８年（平成１０年）８月●日に英領ヴァージ

ン諸島に設立された外国法人であり、２０００年２月２２日、商号を「Ｂ」から現在の

ものに変更した（乙４、５）。 

    （イ）原告は、２０００年１月１８日、Ａ社の取締役に就任し、同月２２日、Ａ社の発行済

み株式の全て（１株）を取得し、その単独株主となった（乙６）。 

    ウ Ｃ社 

    （ア）Ｃ（以下「Ｃ社」といい、Ａ社と併せて「本件各外国法人」という。）は、２００５

年（平成１７年）１１月●日に英領ヴァージン諸島に設立された外国法人であり、２０

０６年２月２３日、商号を「Ｄ」から現在のものに変更した（乙７、８）。 

    （イ）原告は、２００５年１２月１４日、Ｃ社の取締役に就任し、同日、Ｃ社の発行済み株

式の全て（１株）を取得し、その単独株主となった（乙８、９。以下、同株式を、上記

イ（イ）のＡ社の株式と併せて「本件各株式」という。）。 

    （ウ）Ｃ社は、２０２１年３月●日、英領ヴァージン諸島の事業会社法の定める手続により

解散した（乙１０）。 

  （２）原告の破産手続の開始決定等 

    ア 原告の債権者であるＥ銀行は、平成２７年１１月●日、東京地方裁判所に対し、原告に

ついて破産手続開始を申し立てた。 

      東京地方裁判所は、平成２８年１月●日、原告について破産手続の開始決定をし（以下、

この開始決定に係る破産手続を「本件破産手続」という。）、その破産管財人として乙弁護

士を選任した（乙１１。以下、同弁護士を「本件破産管財人」という。）。 

      本件各株式は、本件破産手続の開始決定により、破産財団に属する財産となった。 

    イ 本件各株式を換価するための手続 

    （ア）Ａ社における剰余金の配当 

       ａ 原告は、２０１６年４月１日、Ａ社の取締役を退任し、同日、本件破産管財人が

Ａ社の取締役に就任した。本件破産管財人は、遅くとも同年７月２１日までに、Ａ

社の発行済み株式の全て（１株）を取得し、単独株主となった。（乙４） 

       ｂ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日付けで、Ａ社の株主として、以下の内

容の決議をした（乙１２）。 

        （ａ）付議次項 

           Ａ社の通常定款の定め等を考慮して、取締役は、単独株主である本件破産管

財人への配当金（４２億円）を宣言することを意図する。 

        （ｂ）決議事項 

           配当金は、乙１２の書面をもって、Ａ社を代表して承認される。 

           取締役は、乙１２の書面をもって、上記の決議の目的及び意図を遂行するの

に適していると取締役がみなす修正も加えて、配当金の宣言及び支払を容易に

するために必要な契約又は文書を締結し引き渡す権限を付与される。 

           取締役は、乙１２の書面をもって、取締役が絶対の裁量で上記の決議の目的

及び意図を遂行するために必要である若しくは望ましいとみなすような、配当
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金及びこのことにより意図される取引に関連するＡ社を代表した全ての行為を

履行する権限を付与される。 

       ｃ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日付けで、Ａ社の取締役として、以下の

内容の決議をした。（乙１３） 

        （ａ）４２億円の配分が、乙１３の書面によって、Ａ社と株主との間で同意される

方法で、単独株主に支払われる配当金として宣言された。 

        （ｂ）配分は、２０２０年１０月２日に株主に支払われることとする。 

       ｄ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日、Ａ社の取締役会に対し、①本件破産

管財人は、Ａ社の単独株主として、上記ｃのとおり取締役が決議した配分の宣言に

ついて言及する旨及び②配分の宣言に従って本件破産管財人に支払われるべき全て

の配当金につき、「破産者甲破産管財人乙」名義のＦ銀行新宿通支店の預金口座

（以下「本件口座」という。）に振り込む方法により支払うことを求める旨記載し

た書面を交付した（乙１４）。 

       ｅ 本件破産管財人は、Ａ社の取締役として、２０２０年１０月２日付け書面により、

原告及びその破産管財人である本件破産管財人に対し、①Ａ社は、同年９月３０日、

Ａ社の株主である本件破産管財人に４２億円の配当を払うことを決議した旨、②現

在、Ａ社が本件破産管財人に配当を支払う際、所得税法１８１条に規定する源泉徴

収義務が発生するか否かについて税務当局に照会中である旨及び③税務当局が源泉

徴収義務があると判断する場合に備えて、上記①の配当額全額ではなく、２０．４

２％の源泉徴収額を控除した残額（３３億４２３６万円）を本件口座に送金する旨

を報告した（乙１５）。 

       ｆ Ａ社は、①２０２０年１０月５日に３３億４２３６万円を、②同年１２月１７日

に８億５７６４万円をそれぞれ本件口座に振込送金し、本件破産管財人に対して４

２億円の剰余金の配当をした（乙１６～１９の４）。 

    （イ）Ｃ社における剰余金の配当 

       ａ 原告は、２０１７年８月２２日、Ｃ社の取締役を退任し、同日、本件破産管財人

がＣ社の取締役を就任した。 

         原告の保有するＣ社の発行済み株式の全て（１株）は、英領ヴァージン諸島の裁

判所の２０１６年５月２６日付け命令により、２０１７年８月２２日、本件破産管

財人に譲渡され、本件破産管財人がＣ社の単独株主となった。 

       （乙８、９） 

       ｂ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日付けで、Ｃ社の株主として、以下の内

容の決議をした（乙２０）。 

        （ａ）付議事項 

           Ｃ社の通常定款の定めを考慮して、取締役は、単独株主である本件破産管財

人に対する５０億９９７３万９３０５円の剰余金の配当を宣言することを意図

する。 

        （ｂ）決議事項 

           配当金は、乙２０の書面をもって、Ｃ社を代表して承認される。 

           取締役は、乙２０の書面をもって、上記の決議の目的及び意図を遂行するの
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に適していると取締役がみなす修正も加えて、配当金の宣言及び支払を容易に

するために必要な契約又は文書を締結し引き渡す権限を付与される。 

           取締役は、乙２０の書面をもって、取締役が絶対の裁量で上記の決議の目的

及び意図を遂行するために必要である若しくは望ましいとみなすような、配当

金及びこのことにより意図される取引に関連するＣ社を代表した全ての行為を

履行する権限を付与される。 

       ｃ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日付けで、Ｃ社の取締役として、以下の

内容の決議をした（乙２１）。 

        （ａ）付議事項 

           Ｃ社の通常定款の規定を考慮して、取締役は、単独株主である本件破産管財

人に対して５０億９９７３万９３０５円の剰余金の配当を宣言することを意図

する。 

        （ｂ）決議事項 

           英領ヴァージン諸島事業会社法第１７５節に従って、取締役は、配当金の全

詳細をＣ社の株主に提供して、配当金の承認のためＣ社の株主を招待するもの

とする。 

           株主の事前承認に従って、配当金は、乙２１の書面をもって、Ｃ社を代表し

て承認される。 

           取締役は、乙２１の書面をもって、上記の決議の目的及び意図を遂行するの

に適していると取締役がみなす修正も加えて、配当金の宣言及び支払を容易に

するために必要な契約又は文書を締結し引き渡す権限を付与される。 

           取締役は、乙２１の書面をもって、取締役が絶対の裁量で上記の決議の目的

及び意図を遂行するために必要である若しくは望ましいとみなすような、配当

金及びこのことにより意図される取引に関連するＣ社を代表した全ての行為を

履行する権限を付与される。 

       ｄ 本件破産管財人は、２０２０年９月３０日、Ｃ社の株主として、Ｃ社の取締役会

に対し、上記ｃにおける決議の配分の宣言に従って本件破産管財人に支払われるべ

き全ての配当金につき、本件口座に振り込む方法により支払うことを求めた（乙２

２）。 

       ｅ 本件破産管財人は、Ｃ社の取締役として、２０２０年１０月２日付け書面により、

原告及びその破産管財人である本件破産管財人に対し、①Ｃ社は、同年９月３０日、

Ｃ社の株主である本件破産管財人に５０億９９７３万９３０５円の剰余金の配当を

払うことを決議した旨、②現在、Ｃ社が本件破産管財人に配当を支払う際、所得税

法１８１条に規定する源泉徴収義務が発生するか否かについて税務当局に照会中で

ある旨及び③税務当局が源泉徴収義務があると判断する場合に備えて、上記①の配

当額全額ではなく、２０．４２％の源泉徴収額を控除した残額（４０億５８３７万

２５３９円）を本件口座に送金する旨を報告した（乙２３）。 

       ｆ Ｃ社は、①２０２０年１０月５日に４０億５８３７万２５３９円を、②同年１２

月１７日に１０億４１３６万６７６６円をそれぞれ本件口座に振込送金し、本件破

産管財人に対して５０億９９７３万９３０５円の剰余金の配当をした（乙１６、１
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８、１９の１～４、乙２４。以下、上記（ア）ｆの配当と併せて「本件各配当」と

いう。）。 

  （３）本件訴訟に至る経緯 

    ア 原告は、令和２年分の所得税等の確定申告書の法定申告期限である令和３年４月１５日

までに、麻布税務署長に対し、令和２年分の所得税等の確定申告書を提出しなかった。 

    イ 原告は、令和２年１２月３１日において、その価額の合計が５０００万円を超える国外

財産を有していたが、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提

出等に関する法律（令和４年法律第４号による改正前のもの）５条１項所定の提出期限ま

でに、麻布税務署長に対し、国外財産調書及び同合計表を提出しなかった（甲１、乙２

５）。 

    ウ 麻布税務署長は、本件各配当に係る原告の所得の金額が９２億９９７３万９３０５円で

あること等に基づき、原告に対し、令和４年３月２８日付けで、別表「本件決定処分等の

経緯（令和２年分）」の「決定処分等」欄⑨記載の所得税に係る決定処分及び同⑩欄記載

の復興特別所得税に係る決定処分並びに同⑫欄記載の無申告加算税賦課決定処分（以下、

これらを併せて「本件決定処分等」という。）をした。 

    エ 原告は、令和４年４月２２日付けで、本件決定処分等の取消しを求めて国税不服審判所

長に対して審査請求をしたところ、令和５年２月１６日付けで、同審査請求をいずれも棄

却する旨の裁決を受けた。 

    オ 原告は、令和５年３月１８日、本件訴訟を提起した。 

  ３ 争点 

  （１）本件各配当に係る所得の非課税所得該当性（争点１） 

  （２）本件破産管財人の本件各配当に係る源泉徴収義務の存否（争点２） 

  （３）本件破産管財人の本件各配当に係る所得の納税義務の有無（争点３） 

  ４ 争点に関する当事者の主張 

  （１）争点１（本件各配当に係る所得の非課税所得該当性） 

    （被告の主張） 

    ア 所得税法９条１項１０号は、破産手続等強制換価手続により資産が譲渡された場合であ

ってもその譲渡所得に対しては所得税を課税するという建前を前提としつつ、資力を喪失

して債務を弁済することが著しく困難である場合における破産手続等強制換価手続による

資産の譲渡に係る譲渡所得については、この場合の譲渡が本人の意思に基づかない強制的

な譲渡であることや、このような場合には実際問題として課税することが困難であること

等の観点から、設けられているものである。そして、同号にいう「資産の譲渡による所得」

とは、譲渡所得について規定する同法３３条１項にいう「資産の譲渡（中略）による取得」

と同様に解するのが相当であるところ、「資産」とは、譲渡性のある財産権を全て含む観

念で、動産・不動産はもとより、借地権、無体財産権、許認可によって得た権利や地位等

が広く含まれるものであり、また、「譲渡」とは、有償であると無償であるとを問わず所

有権その他の権利の移転を含む観念で、売買、交換、競売、公売、収用等が含まれる。 

      本件各配当は、本件各外国法人が、株主（本件破産管財人）に対し、その保有株式数に

応じて本件各外国法人の金銭を分配した剰余金の配当であるから、本件各配当に係る所得

は、文理上、所得税法９条１項１０号にいう「資産の譲渡による所得」には当たらない。
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したがって、本件各配当に係る所得は、同号に規定する非課税所得に該当しない。 

    イ 本件各配当は、本件各外国法人における剰余金の配当であるから、本件各配当に係る所

得は、「法人から受ける剰余金の配当」に係る所得として、所得税法２４条１項に規定す

る配当所得に該当する。 

    （原告の主張） 

      所得税法９条１項１０号は、所得を、「強制換価手続による資産の譲渡による所得」と

「これに類するものとして政令で定める所得」の２つにつき非課税所得に該当すると規定

している。前者にいう「資産」の意義については所得税法や国税徴収法のみによって決す

るべきではなく、当該強制換価手続が規定する「財産」、すなわち破産手続であれば破産

法にいう「資産」に該当する必要がある。 

      そして、「資産の譲渡」の意義については、民法売買に固執せず柔軟な考えで捉えるこ

とも必要であり、国税徴収法３５条２項等による第二次納税義務の発動は差押え、換価の

一変形といえるところ、本件においては本件各外国法人が第二次納税義務を負担する可能

性もある。破産の強制換価手続における財団の配当資金の組成、確保の手段・手法は、狭

義の売買だけではなく、配当財源である資金を得るために柔軟かつ合目的的な処分が行わ

れるが、これらは全て「資産の譲渡」ということができる。その意味で、破産管財人が破

産財団の財産である株式を売買しても、剰余金による配当金請求権を行使して支払を得て

も、発行会社を清算して残余財産の分配を受けても、これらは破産手続の領域では「資産

の譲渡」と捉えることができるのであり、このような破産手続における強制換価手続の概

念は、所得税法９条１項１０号にも及ぶというべきである。このことは、同号が「強制換

価手続による資産の譲渡による所得」という表現であり、「所得税法３３条にいう譲渡所

得」という表現ではないことからも裏付けられるものである。 

      法人税法２４条は、株主である内国法人が、他の法人による自己株の取得に当たる取引

による株式を譲渡し、対価として金銭その他の財産を取得したときに、取得財産につき資

本金等のうち法の定める額を超えるときには、その超える額を配当とみなす旨規定してい

ること（みなし配当）からすれば、税法は、株式の譲渡と当該株式に基づく配当につき、

実体的には同じ内実を持っており、その間に本質的な違いはないという立場を採るものと

いえるから、譲渡所得と配当所得との所得法上の条文が異なることは、同立場に何ら影響

するものではない。 

      破産財団に所属する財産の換価に基づく利益は、専ら破産債権者に帰属するのであるか

ら、その利益に対する課税を破産者の自由財産の負担とみなすことは、課税の対象となる

利益の帰属しない主体に対して課税を行う結果を招くから、個人に関しては、破産財団に

所属する財産の換価等に基づく租税等の請求権は財団債権とならないだけでなく、租税等

の請求権自体の発生が否定されるものであり、本件各配当についても租税等の請求権自体

の発生が否定されるべきである。 

  （２）争点２（本件破産管財人の本件各配当に係る源泉徴収義務の存否） 

    （被告の主張） 

    ア 本件各外国法人における剰余金の配当である本件各配当の「支払をする者」は、本件各

外国法人であり、本件破産管財人ではない。また、本件各外国法人は、いずれも英領ヴァ

ージン諸島に設立された外国法人であるから、本件各外国法人における剰余金の配当であ
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る本件各配当の支払は、「国内において」行われたものともいえない。 

      したがって、本件破産管財人は、文理上、本件各配当に係る所得税法１８１条１項によ

る所得税の源泉徴収義務を負わない。 

    イ 措置法９条の２第２項及び措置法施行令４条の５第１項は、国外で代理受領する金融商

品取引業者等（支払の取扱者）を源泉徴収者として定めたものである。 

      本件破産管財人は、本件破産手続において、その管理処分権を行使し、破産財団に属す

る財産である本件各外国法人の株式を換価するため、本件各外国法人の単独取締役及び単

独株主となった上で、自ら本件各配当に係る手続を行い、本件各配当の支払を受けたもの

であるから、国内投資家を代理して国外株式の配当等を受領する金融商品取引業者等と同

様に、業務として又は業務に関連して、本件各配当の「受領の媒介、取次ぎ又は代理」を

したにすぎない者であるとはいえず、文理上、措置法９条の２第２項に規定する「支払の

取扱者」には該当しない。 

    （原告の主張） 

    ア 所得税法１８１条１項は、居住者に対して国内で同法２４条１項の支払をする者に対し

て源泉徴収義務を課している。 

      本件のように、破産財団に属する株式について、その換価処分の一つとして破産管財人

がその発行会社を解散し、あるいは剰余金配当をしたときの配当主宰者としての行為につ

いては、所得税法１８１条１項の源泉徴収義務が生ずると考えるべきである。 

    イ 措置法９条の２第１項は、「国内における支払の取扱者で政令で定めるもの」（支払の取

扱者）を通じて受け取る場合について定めるものであり、所得税法１８１条１項の「配当

等の支払をする者」が別に国内にあれば、その者に対して源泉徴収義務を課すことで足り

るから、措置法の規定は争点２の結論に影響しない。 

      また、本件破産管財人は、本件各配当に係る事務の執行と手続書類の作成を国内で行っ

たものである。 

  （３）争点３（本件破産管財人の本件各配当に係る所得の納税義務の有無） 

    （被告の主張） 

     非永住者以外の居住者である個人は、納税義務者について規定する所得税法５条１項及び

課税所得の範囲について規定する同法７条１項１号により、自身に帰属する全ての所得につ

いて所得税の納税義務を負う。 

     本件破産手続の開始決定により本件各株式は破産財団に組み入れられたところ、破産財団

に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属するものの、その財産の帰属主体は破産者自

身であるから、本件各株式について行われた本件各配当に係る所得は、本件破産手続の開始

決定後も引き続き原告に帰属するものである。原告は、所得税法２条１項３号に規定する

「居住者」に該当する者であるから、原告は、自身に帰属する本件各配当に係る所得につい

て所得税の納税義務を負う。 

     一方、本件破産管財人は、本件各配当に係る所得について所得税の納税義務を負う者では

ない。 

    （原告の主張） 

    ア 納税者の財産が換価・処分され、民法実体法により財産変動があり、対価である収益

（所得）が納税者に帰属することから直ちに、当該納税者に当該収益（所得）につき国税
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の申告納税義務が生じるものではない。 

      破産財団の属する財産の換価に伴い破産者につき認識される所得があるときに、この所

得に係る租税は、当然に付着する資金流出性の債務であるから、申告納付は、破産財団に

とっても破産債権者にとっても重要な関心事であり、これを代表して管理するのは破産管

財人以外にはないから、破産管財人の納税義務が肯定されるべきである。 

      このことは、最高裁平成●●年（〇〇）第●●号同４年１０月２０日第三小法廷判決・

集民１６６号１０５頁参照（以下「最高裁平成４年判決」という。）が、破産管財人が予

納法人税の申告義務を有することを肯定する立場を採っていることとも整合する。 

    イ 本件各株式の換価による結果は原告に帰属するが、換価に係る対価債権を行使し、引渡

し義務を履行するのは本件破産管財人であることからすると、原告に発生した納税義務を

履行するのは本件破産管財人であると考えるのが自然であり、原告は、本件破産管財人を

排除して納税義務を履行することはできない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点１（本件各配当に係る所得の非課税所得該当性）について 

  （１）所得税法９条１項１０号及び所得税法施行令２６条は、①資力を喪失して債務を弁済する

ことが著しく困難である場合における国税通則法２条１０号に規定する強制換価手続（破産

手続を含む。）による資産の譲渡による所得及び②資力を喪失して債務を弁済することが著

しく困難であり、かつ、同号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場

合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたも

のについては所得税を課さない旨を規定しているところ、その文言からすれば、所得税を課

さないこととされるのは資産の譲渡による所得のみであると解するのが相当である。 

     本件各配当に係る所得は、本件各外国法人の株主に対する剰余金の配当に係るものであり、

資産の譲渡による所得には当たらないから、所得税法９条１項１０号及び所得税法施行令２

６条の規定する非課税所得には該当しない。 

  （２）ア 原告は、破産の強制換価手続における財団の配当資金の組成等に向けての柔軟かつ合

目的的な処分は全て「資産の譲渡」に該当するから、本件各配当に係る所得は所得税法

９条１項１０号にいう「資産の譲渡」に係る所得に該当する旨を主張する。 

       しかし、租税法は、その性質上、法的安定性の要請が強く働くから、みだりに拡張解

釈や類推解釈をすることは許されず、原則として文理解釈によるべきであるところ、所

得税法９条１項１０号及び所得税法施行令２６条が非課税所得として規定しているのは

「資産の譲渡による所得」なのであり、本件各配当は、原告の資産（本件各株式等）を、

原告以外の第三者に譲渡することにより生じたものとはいえないことからすれば、これ

が上記「資産の譲渡による所得」に該当すると解することはできない。 

       したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 

     イ 原告は、法人税法２４条所定のみなし配当の制度を根拠に、株式の譲渡と当該株式に

基づく配当とは本質的に違いがないとも主張する。 

       しかし、法人税法２４条は、法人の株主等である内国法人が、当該法人の自己の株式

又は出資の取得等により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該交付の基

因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分を超える部分の金額を利益の分配又

は剰余金の分配等とみなして、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受ける旨を定め
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るものにすぎず、同法が株式の譲渡と株式に基づく配当とで本質的な違いがないという

立場を採っていることの根拠になるものではない。 

       したがって、原告の上記主張によって上記アの結論は左右されない。 

  （３）以上によれば、本件各配当に係る所得は、非課税所得には該当しない。 

  ２ 争点２（本件破産管財人の本件各配当に係る源泉徴収義務の存否）について 

  （１）本件破産管財人が所得税法１８１条１項所定の源泉徴収義務を負うか否か 

    ア 所得税法１８１条１項は、居住者に対し国内において所得税法２４条１項に規定する配

当等の支払をする者に対して源泉徴収義務を課す旨を規定するところ、前提事実（１）ア

のとおり、原告は平成２６年以降日本国内に住居を有する個人であるから、所得税法２条

１項３号にいう「居住者」に該当する。 

      しかし、前提事実（２）イのとおり、本件各配当は、本件各外国法人が単独株主に対し

て国外において発行した株式に係る配当をしたものであり、「国内において」された配当

とはいえないから、本件破産管財人は「国内において所得税法２４条１項に規定する配当

等の支払をする者」には該当しない。 

    イ 原告は、本件破産管財人がした本件各配当に係る事務の執行と手続書類の作成を国内で

行ったものであると主張する。 

      しかし、上記アに説示したとおり、本件各配当は、国外において発行された株式に係る

配当であるから、その配当の効果自体は国外において生じるものと解するのが相当である。

仮にその配当に係る事務の実行と手続書類の作成が国内で行われていたとしても、上記の

とおりその配当の効果自体が国外において生じることからすれば、本件各配当に係る事務

の執行と手続書類の作成が国内でされたことをもって上記「国内において」の要件を満た

すものとはいえず、原告の上記主張を採用することはできない。 

  （２）本件破産管財人が措置法９条の２第１項所定の源泉徴収義務を負うか否か 

     措置法９条の２第１項及び措置法施行令４条の５第１項は、国外において発行された株式

の剰余金の配当又は利益の配当に係る所得税法２４条１項に規定する配当等（国外において

支払われるものに限る。）につき、国内における支払の取扱者（国外株式の配当等の支払を

受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理（業務として又は業務に関

連して国内においてするものに限る。）をする者）を通じてその交付を受ける場合には、そ

の支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとする旨を定

める。上記法令は、国外発行の株式が我が国の証券市場又は金融商品取引業者等を通じて取

得でき、取得した株式の配当等は、上記の金融商品取引業者等が国外において受領し、送金

を受けて国内の投資家に交付するという取引の実態を踏まえ、国外で代理受領する金融商品

取引業者等に源泉徴収義務を課すこととしたものである。 

     本件破産管財人は、破産手続における換価手続の一環として本件各配当を履行したものに

すぎず、金融商品取引業者等には該当しないから、上記法令にいう「国内における支払の取

扱者」には該当せず、本件各配当に係る所得の源泉徴収義務を負うものではない。 

  （３）結論 

     以上によれば、本件破産管財人は、本件各配当に係る源泉徴収義務を負うものではない。 

  ３ 争点３（本件破産管財人の本件各配当に係る所得の納税義務の有無）について 

  （１）破産手続開始の決定があった場合でも、破産財団に属する財産の帰属主体は破産者自身で
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あり、裁判所が選任した破産管財人の権限は、その財産の管理及び処分の範囲にとどまるも

のである（破産法７８条１項）。 

     そうすると、本件各配当に係る所得は破産者である原告に帰属するところ、原告は所得税

法２条１項３号に規定する「居住者」に該当する者であるから、同法５条１項に基づき、本

件各配当に係る所得につき納税する義務を負うといえる。 

  （２）ア 原告は、本件破産管財人が本件各配当に係る所得の納税義務を負う旨を主張するが、

以下のとおり、同主張を採用することはできない。 

       すなわち、所得税法上、個人が年度途中で破産手続開始の決定を受けた場合、所得税

の確定申告は、破産財団に属する財産と自由財産の区別をせず、１年間を通じた所得に

つき確定申告を行うこととされており、また、同法は、総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得

の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、所得税法施行令１

９８条及び１９９条で定める順序によりこれを他の各種所得の金額から控除する旨を規

定するところ（同法６９条１項）、破産管財人が破産者の同法２条１項２１号所定の各

種所得や破産者に生じた破産手続開始後の自由財産に属する所得又は損失を把握するた

めの権限について定めた規定は見当たらない。そうすると、法令の枠組み上、破産管財

人が破産者の所得税を正確に申告することは困難であるといわざるを得ず、破産管財人

に破産者の所得について納税する義務があるということはできない。 

       したがって、本件破産管財人は、本件各配当に係る所得につき納税する義務を負わな

い。 

     イ 原告は、本件破産管財人が本件各配当に係る所得の申告義務を有することの根拠とし

て、最高裁平成４年判決が予納法人税につき破産管財人の申告義務を認めていることを

挙げるが、同判決は破産法人の清算所得に係る予納法人税に関して判示したものであり、

自由財産を引当財産とすることができる個人破産者の場合をこれと同様に解することは

できないから、原告の上記主張を採用することはできない。 

     ウ 原告は、換価に係る対価債権を行使し、引渡義務を履行する本件破産管財人を排除し

て納税義務を履行することはできない旨を主張する。 

       しかし、破産管財人が破産者の所得を正確に申告することが困難な法令の枠組みとな

っていることについては、上記アで説示したとおりである。これに対し、破産法上、破

産管財人がする行為のうち裁判所の許可を得る必要があるものについては原則として破

産者の意見を聴かなければならず（破産法７８条６項、２項）、破産者は破産管財人が

裁判所に提出した財産状況報告書、同法１５３条２項の財産目録及び貸借対照表等を閲

覧・謄写等することができ（同法１１条）、財産状況報告集会や債権者集会における破

産管財人の報告を聞くこともできる（同法１３６条１項、１５８条、１５９条）ことか

らすると、破産者は破産管財人の換価の状況を容易に把握することができるのであり、

本件において原告が本件各配当の申告をすることが困難であったと認めるに足りる的確

な証拠はないことも併せ考慮すれば、原告の上記主張を採用することはできない。 

  （３）以上によれば、本件破産管財人は、本件各配当に係る所得の納税義務を負うものではない。 

  ４ まとめ 

    上記１ないし３で説示したところに加え、本件決定処分等が違法であると認めるに足りる証
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拠ないし事情はない。よって、本件決定処分等は適法である。 

 第４ 結論 

    したがって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決

する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 品田 幸男 

   裁判官 片瀬 亮 

   裁判官 横井 靖世 
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関係法令の定め

s
 

第1 所得税法関係の法令

1 所得税法

(1) 5条（納税義務者） 1項

居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。

(2) 7粂（課税所得の範囲） 1項

所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当眩各号に定める所得につい

て課する。

l O . 1号

2号

15 

非永住者以外の居住者・.全ての所得

9 5条1項（外国税額控除）に規定する国外源泉所得（国

外に•ある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含

む。以下この号において「国外源泉所得」という。）以外の所得及び国

外濡泉所得で・国内において支払われ．、又は国外から送金されたもの．

. 3号 非居住者 1 64条1項各号（非居住者に対する課税の方法）に掲げ

る非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条2項各号に定める国

内源泉所得 • 

非永住者

―̀ 

れ》

25 

(4号、 5号略）

(3) 9条（非課税所得） 1項

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

(1号～9号略）

1 0号 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合におけ

る国税通則法2条10号，（定義）に規定する強制換価手続による資産

の駿渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得

(3 3条2項 1号（譲涙所得）の規定に該当するものを除く。）

(1 1号～19号略）
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(4). 2 4条（配当所得） ．1項

配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当に係るものに隈るものとし、

資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配、

利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律1.3 7条（金

銭の分配）の金銭の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信

託の収益の分配に係る所得をいう。

t5l 

＂ 

• 15‘ 

ぶ

3a条（譲渡所得） 1項

譲渡所得とは、資産の議渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又

は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令

で定めるものを含む。）による所得をいう。

(6) 18 1`条（源泉徴収義務） 1項

．蝉者に対し国内において23条1項（利子所得）．！こ規定する禾呼等又は

24条1項（配当所得）に規定する配当等の支払をする者は、その支払の際、

• その利子等又は配当等について所得税を徴収し：その徴収の日の属する月の

．翌月 10日までに、これを国に納付しなければならない。．

2 所得税法施行令26粂（非課税とされる資力衷失による譲渡所得）

所得税法9条1項10号（非課税所得） ．に規定す・る政令で定める所得は、資

.'.力を喪失して債務を弁済することが著しく困離であり、かつ、国税通則法2条

10号（定義）に規定する強制換価手続の軌行が避けられないと認められる場

・合における資産の譲渡による所得で、その議誼に係る対伽が当粽債務の弁済に

充てられたものとする。 ． 

第2 租税特別措置法関係の法令

租税特別措置法（以下「措置法」という。） 9条の2ー （国外で発行された株

式の配当所得の源泉徴収等の特例）

お (1) 1項

内国法人は、昭和6..3年4月1．日以後に支払を受けるべき国外において発
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行された株式の剰余金の配当又は利益の配当（所得税法・24条 1項に規定す

る利益の配当をいう。）に係る問項に規定する配当等（国外において支払わ

れるものに限る。）につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの

．を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当

等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額

．・(2) 2項

10 

(3) 

16 

収法の規定を適用する。

2
 

について10 -0分の20の税率を適用して所得税を諫する。

昭和 63年4月 1 日•以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株

式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該

国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額にI・O0分の20の

税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌

月10 日までに、• これを国は納付しなければならない。 •疇 ． ．．・

4項 ・：（令和2年法抱第8号による改正前のもの）

2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法2条1項45号

．．に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴

（後段略）

（国外株式の配当等の源泉徴収等の特例） 1 租税特別措霞法施行令4条の5

幻

項

措置法9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定

する国外株式の配当等の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、

• 取次ぎ又は代理（業務として又は業務に関迎して国内においてするものに限

る。）をする者とするc

以 上
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別表

．．．  
．．．．．． 

••••••• 
•• ．． 
•• ．． 
．．． 

本件決定処分等の経緯（令和2年分）

＇ 鶴定

．＼ 

• 項
g
 

申・
ぶ

中 告等．の年

所得金
( (2-). +.③)  ．． 

内 ！配当所得の金額

町.・;所得の金顧

所得控除の頓の合計餡 R 
・（⑤十⑥十⑦）

1・社会保蒙料控除の頗に

月 日 - . 告声ーニI:和：年4:22:1令和5年2月16日
①
 
②
 

9,299,909,305 
一、ー ．

9,299,739,305 

③
 

110. 000 

1,176，汲〇

内
駅
生命保鹸料控除の額 ⑥

 
扶養控除の顧

鰈税総所 ・得．企―薔
（①一④）
憮税総所 ・得．金頼
に対 ・する税額

雀興檜別所得税の額
（⑨ X 2. l -%)  
，納付すべ百―祗

しR +,-⑮--i 
需＊告加ば税 9の顧

⑦ 

R 

⑩
 

⑪
 

無申告

92,554 
・--
・13, 726 

・.-1, 010, 000 

9,298,733,000 
・ ーヽ

4, 179, 633, 850 

87, 772, 3i() 

4,267,406,100 

全部取消し 棄却

（注） 1 

2 

⑫ | .. | l,.066,825, 000 1 ,  __. 
rm楓織釈尋金顆」③欄の金績は、1,000円未瀾の嶋歎金輯を切り綸てた後の金記である（通顛如18条 1項）．．

「納付すべき税顧J⑪欄の金攀は 100円未請の燐嶽金麟を切り拾てた援の金瓢である（復真財蔚羅保釦れ粂2項）．
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